
独立行政法人農林水産消費安全技術センターの

業務運営に関する目標

（中期目標）

（制定：平成２３年３月２日農林水産省指令２２消安第９０７７号）
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独立行政法人農林水産消費安全技術センター中期目標

食品は、国民生活にとって一日たりとも欠かすことのできないものであり、その安全を

確保し、安定的な供給を図ることは、国の果たすべき最も基本的な責務である。このため、

食品の生産・流通・消費にわたる各段階において安全管理を徹底するなど、科学に基づく

食品安全行政を推進するとともに、食品の品質及び表示の適正化を図ることにより、消費

者の信頼を確保することが重要な課題となっている。

このような状況の下で、平成１９年４月１日に発足した独立行政法人農林水産消費安全

技術センター（以下「センター」という。）は、引き続き国や都道府県等との連携及びそ

の明確な役割分担の下で、業務運営の効率化、国民に対して提供するサービスの質の向上

等に努め、検査等業務を的確に実施することにより、「食料・農業・農村基本計画」（平成

２２年３月３０日閣議決定）に掲げられた農業生産資材（肥料、農薬、飼料及び飼料添加

物並びに土壌改良資材をいう。以下同じ。）の安全の確保、食品表示の適正化等を図るた

めの農林水産行政施策に技術的側面から貢献することを期待する。

第１ 中期目標の期間

センターの中期目標の期間は、平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで

の５年間とする。

第２ 業務運営の効率化に関する事項

１ 共通事項

(1) 効率的な組織体制の確保と適正な要員配置

① 科学に基づく農業生産資材の安全性の検証に、技術的側面からより効率的・効

果的に貢献するため、専門技術力を必要とする業務に適切に対応できる人材育成

及び適正な要員配置を図る。

② 消費者相談業務等の情報提供業務の縮減に伴い、本部及び地域センター等にお

ける当該業務に関連する組織体制を見直し、効率化を図る。

③ 平成２４年度に、門司事務所の福岡センターへの移転・統合に必要な経費とそ

の確保について検討し、統合による業務の効率化を図る方向で検討を進める。

(2) 管理部門の簡素化

旧小樽事務所の機能を移転・統合した札幌センターの管理部門について、統合の

利点を生かしたより効果的・効率的な業務運営を図る。

(3) 自己収入の確保

センターの事業の目的を踏まえつつ、事業者、生産者、都道府県等からの依頼に

基づく検査及び講師の派遣等について適切に対応するとともに、受益者の負担の適
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正化を図ること等により、自己収入の確保に努める。

(4) 保有資産の見直し等

① 保有資産については、肥料に係る栽培試験業務を岩槻ほ場に集約化することに

より、堺ほ場を廃止し、廃止に伴い生じた不要資産を平成２４年度に国庫へ返納

するとともに、その他の保有資産についても、その利用度等の観点から保有の必

要性について不断の見直しを行う。その際、今後、総務省政策評価・独立行政法

人評価委員会から独立行政法人の業務実績に関する評価の結果等の意見等として

各府省独立行政法人評価委員会に通知される事項を参考にする。

② 特許権については、特許権を保有する目的を明確にした上で、当該目的を踏ま

えつつ、登録・保有コストの削減及び特許収入の拡大を図る。

(5) 契約の点検・見直し

契約については、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成２１

年１１月１７日閣議決定）に基づく取組を着実に実施することにより、適正化を推

進する。この場合において、調査研究業務に係る調達については、他の独立行政法

人の事例等も参考に、透明性が高く効果的な契約の在り方を追求する。また、密接

な関係にあると考えられる法人との契約に当たっては、一層の透明性の確保を追求

し、情報提供の在り方を検討する。

(6) 透明性の確保

複数の候補からの選択を要する事業を実施する場合には、第三者委員会を設置す

るなど、適切な方法により事前・期中・完了後の評価を行い、評価結果を事業の選

定・実施に適切に反映させることにより、事業の重点化及び透明性の確保に努める。

(7) 内部統制の充実・強化

理事長のリーダーシップの下で効率的・効果的な業務運営を推進するため、内部

統制の更なる充実・強化を図る。

その際、総務省の独立行政法人における内部統制と評価に関する研究会が平成２

２年３月に公表した報告書（「独立行政法人における内部統制と評価について」）の

ほか、今後、総務省政策評価・独立行政法人評価委員会から独立行政法人の業務実

績に関する評価の結果等の意見などとして独立行政法人評価委員会に通知される事

項を参考にする。

(8) 業務運営コストの縮減

① 運営費交付金を充当して行う事業については、業務の見直し及び効率化を進め、

一般管理費（人件費を除く。）については毎年度平均で少なくとも対前年度比３

％の抑制、業務経費については毎年度平均で少なくとも対前年度比１％の抑制を

することを目標に、削減する。

② 一般管理費については、経費節減の余地がないか厳格な自己評価を行い、適切
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な見直しを行う。また、引き続きアウトソーシング等の積極的な導入を推進し、

業務の質の維持向上及び経費の削減の一層の推進を図る。

(9) 人件費の削減等

給与水準については、国家公務員の給与水準を十分考慮し、手当を含め役職員給

与の在り方について厳しく検証した上で、目標水準・目標期限を設定し、その適正

化に取り組むとともに、検証結果や取組状況を公表するものとする。

総人件費についても、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に

関する法律」（平成１８年法律第４７号）に基づく平成１８年度から５年間で５％

以上を基本とする削減等の人件費に係る取組を、平成２３年度も引き続き着実に実

施するとともに、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成２２年１１月

１日閣議決定）に基づき、政府における総人件費削減の取組を踏まえるとともに、

今後進められる独立行政法人制度の抜本見直しの一環として、厳しく見直すことと

する。

また、平成２３年度からセンター業務として追加される業務（「汚泥肥料中の重

金属管理手引書」の普及・指導等及び抗菌性飼料添加物の耐性菌発現モニタリング

調査）による業務量の増加に対して、人員増とならないように業務の効率化を行う。

２ 業務の重点化・効率化

(1) 農業生産資材の安全等の確保に関する業務

① 肥料関係業務

肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）に基づく立入検査は、安全を確保す

る観点から、生産及び輸入に係る事業場の品質管理実態を踏まえ、対象の事業場

を重点化する。

また、収去品の検査は、対象の事業場の品質管理実態を踏まえ、有害成分を重

点的に行うこと等により、効率的に実施する。

② 農薬関係業務

農薬取締法（昭和２３年法律第８２号）に基づく立入検査は、全製造場に対す

る定期的な実施を基本としつつ、これまでの立入検査の結果等を踏まえ、対象の

製造場を重点化する。

また、集取品の検査に当たっては、必要に応じ、過去の検査実績を考慮して分

析対象の絞込みや検査項目の重点化を行い、効率的に実施する。

③ 飼料及び飼料添加物関係業務

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和２８年法律第３５号。

以下「飼料安全法」という。）に基づく立入検査は、飼料の安全確保に関する必

要性を勘案して、重点的かつ効率的に実施する。



- 4 -

また、飼料安全法及び愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律（平成２

０年法律第８３号。以下「ペットフード安全法」という。）に基づく収去品又は

集取品の検査は、検査内容に応じて、時期を集中して収去品等を集め分析を行う

こと等により、効率的に実施する。

④ 土壌改良資材関係業務

地力増進法（昭和５９年法律第３４号）に基づく立入検査は、表示が不適切で

あった製造業者、新規業者等に重点化を図り、効率的に実施する。

(2) 農林水産物等の品質及び表示の適正化に関する業務

① 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和２５年法律第１７

５号。以下「ＪＡＳ法」という。）に基づく食品表示の監視業務は、過去のＪＡ

Ｓ法違反の傾向等を踏まえて監視対象の重点化を図るとともに、食品表示の真正

性を確認するための科学に基づく検査（以下「科学的検査」という。）について

は、特定の時期に計画的に買い上げ、これを集中的に分析すること等により、効

率的に行う。

なお、食品表示監視業務の科学的検査については、他の食品関係等業務の処理

件数も勘案しつつ、各センター等間における業務量の変化に対応した人員配置の

適正化を図る。

② 登録認定機関の登録及びその更新の申請時における調査並びに登録認定機関が

登録又は更新後においても引き続き登録基準に適合しているか否かを確認するた

めに行う定期的な調査（以下「定期的調査」という。）については、「ＩＳＯ／Ｉ

ＥＣ １７０１１適合性評価機関の認定を行う機関に対する一般要求事項」（以下

「ＩＳＯ／ＩＥＣ １７０１１」という。）に適合した調査を的確かつ効率的に行

う。

また、定期的調査については、過去の不適合の状況を勘案して、調査等の重点

化を図る。

(3) 調査研究業務

レギュラトリーサイエンスを推進していく中で、次の課題に重点化を図り、調査

研究課題の全体数に占める重点課題数の比率を８０％以上とする。

① 肥料の検査等に関する調査研究については、肥料の分析法として国が定める分

析基準を満たす分析法を選択して用いることを認めるクライテリアアプローチの

考え方を導入するために必要な各種分析法に係る性能規準及び妥当性の確認に関

する課題、新たな分析法の確立に関する課題並びに安全の確保に必要な課題。

② 農薬の検査等に関する調査研究については、農薬登録に係る試験成績の作成に

関する指針（以下「テストガイドライン」という。）への対応及び農薬の使用に

伴う農作物・環境への安全の確保に必要な課題。
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③ 飼料及び飼料添加物の検査等に関する調査研究については、飼料等の公定分析

法の確立などの安全の確保に必要な課題。

④ 農林水産物等の品質及び表示の適正化に関する調査研究については、食品表示

の科学的検査のため、監視業務への活用が可能な分析技術の開発・改良に関する

課題。

(4) 情報提供業務

相談窓口業務については、センターの専門性を生かして、企業等からの技術的な

相談のみに対応し、相談業務を縮減する。ただし、消費者からの相談が寄せられた

場合には、行政サービスの一環として対応する。

また、センターが主催する講習会等については、検査等業務を通じて蓄積された

技術的知見を事業者等へ提供するものに特化し、重点化を図る。

(5) 関係機関との連携

センターの業務に係る他府省庁、都道府県、他の独立行政法人等との具体的連携

の構築に際しては、センターの技術的・専門的優位性を踏まえた効果的な連携体制

を構築する。

なお、国民生活センターとの連携については、同センターが実施する商品テスト

事業に必要な分析のうちセンターのみが分析可能な項目を対象に、具体的な項目に

ついてあらかじめ協議する仕組みを定めた両者間の協定に基づき、適切に対応する。

第３ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

１ 共通事項

(1) 食品の安全と消費者の信頼の確保のための的確・迅速な対応

① 農林水産大臣から独立行政法人農林水産消費安全技術センター法（平成１１年

法律第１８３号）第１２条の規定に基づき調査、分析又は検査を緊急に実施する

よう要請があった場合その他緊急に対応すべき課題が生じた場合に備えて、検査

等業務に関する知見やノウハウを結集した対応体制を整備する。

具体的な要請があった場合には、最優先で組織的に取り組み、必要な調査、分

析又は検査を機動的かつ迅速に実施し、その結果を速やかに報告する。

② 農林水産省が食品の安全に係るリスク管理を推進する上で必要とする調査分析

を的確かつ迅速に実施するため、分析機関に求められる国際標準である「ＩＳＯ

／ＩＥＣ １７０２５試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項」に基づ

く品質保証体制を構築する。

(2) 情報提供業務の的確な実施

① 事業者等からの相談や講習等の依頼に対して、適切かつ積極的に対応する。

② 農業生産資材の安全等の確保、食品の品質及び表示の適正化等に資するため、
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事業者、検査機関、都道府県等に対して、法令に関する知識、検査技術、食品の

品質・表示等に関する講習会の開催及び講師の派遣を行う。

③ サービスの受け手である依頼者や利用者等の声を反映した業務の改善を図り、

アンケート調査等により顧客満足度を測定し、５段階評価で３．５以上を確保す

る。

(3) 検査・分析に係る信頼性の確保及び業務遂行能力の継続的向上

① 検査等業務の実施に当たっては、作業手順書等の基準文書に基づく業務管理を

推進し、必要な記録の励行と確認、分析の精度管理の徹底、技能試験の実施等に

より、検査・分析に係る信頼性を確保する。

② 検査等業務に携わる職員の業務遂行能力を継続的に向上させるため、必要な研

修を計画的に実施する。

(4) 調査研究業務の充実

検査分析手法の改良・開発等に関する調査研究は、センターが検査等業務を効率

的かつ効果的に推進するための技術的な基盤となるものである。

このため、調査研究課題の選定、結果の評価等は、農林水産省関係部局の要望を

踏まえ、外部有識者を含めた委員会において行う。調査研究の実施に当たっては、

必要に応じて大学又は研究機関との共同試験等により充実を図る。

また、調査研究の成果については、公開による発表会の開催、関係学会への論文

投稿等を実施するとともに、検査等業務に迅速に活用する。

(5) 情報セキュリティ対策の推進

「第２次情報セキュリティ基本計画」（平成２１年２月３日情報セキュリティ政

策会議）に基づき農林水産省が講じる情報セキュリティ対策を踏まえ、センターの

ＩＴ事情に応じた情報セキュリティ対策を講じる。

また、情報セキュリティに関し、緊急時を含め農林水産省との実効性のある連絡

体制を整備する。

２ 生産段階における安全の確保等に関する業務

(1) 肥料関係業務

① 肥料の登録等申請に係る調査は、その申請に係る調査の質を向上させつつ実施

し、その結果を申請受付から２０業務日以内に農林水産大臣に報告する。

② 仮登録肥料に係る申請者の利便等に供するため、原則として１年以内に肥効試

験の結果を取りまとめ、農林水産大臣に報告する。

③ 肥料取締法に基づく立入検査は、農林水産大臣の指示に従い適正に実施すると

ともに、立入検査等の結果を立入検査終了後３６業務日以内に農林水産大臣に報

告する。
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④ 牛海綿状脳症のまん延を防止するため、肥料用肉骨粉等が家畜用飼料へ誤用・

流用されることを防止する等の観点から、肥料原料用の肉骨粉等について製造基

準適合確認検査を行い、製造基準に適合するものであると認めた製造事業場を公

表する。

⑤ 農林水産省関係部局と連携しつつ、以下について取り組む。

ア 安全な肥料を生産するため汚泥肥料生産業者が取り組む品質管理に関する

「汚泥肥料中の重金属管理手引書」の普及・指導を実施する。

イ 公定規格の改正に資するため、未利用資源の肥料利用に関する情報の収集・

整理等を行う。

(2) 農薬関係業務

① 農薬の登録検査

ア 農薬の登録申請に係る検査については、農薬の安全性の向上のために改定し

たテストガイドラインに基づいて新たな審査項目が追加され、要求する試験デ

ータが増加している中で、検査精度の維持を図りつつ、以下の期間内に農薬登

録検査等を実施する。

・農薬取締法第３条第１項第４号から第７号までのいずれかに掲げる場合に該

当するかどうかの基準の設定が必要な農薬の検査は、１年４か月以内

・上記以外の農薬の検査は、１０．５か月以内

イ 農薬の登録申請に係る検査の結果について、報告書を作成・公表する。

② 農薬取締法に基づく立入検査は、農林水産大臣の指示に従い適正に実施すると

ともに、立入検査及び集取品の分析結果を以下の期限内に農林水産大臣に報告す

る。

ア 農薬取締法の立入検査の結果は、立入検査終了後２５業務日以内

イ 農薬取締法の集取品の分析結果は、集取後６０業務日以内

ただし、集取品の検査に時間を要する場合には、当該検査結果が得られ次第、

その結果を報告する。

③ 農薬の登録検査に附帯する業務

ア 優良試験所規範（ＧＬＰ）制度に基づく適合試験機関の査察結果については、

査察終了後３０業務日以内に農林水産省消費・安全局長に報告する。

イ センターに蓄積された技術的知見を国際会議等の場に反映させるとともに、

得られた結論を我が国の登録検査等に生かすことにより、農薬行政の国際調和

の推進に貢献する。

④ 農林水産省が推進する農薬の適正使用に係る施策に資するため、農産物中の農

薬の残留状況についての調査分析を、適切な精度管理の下で的確かつ迅速に実施

する。
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(3) 飼料及び飼料添加物関係業務

① 飼料及び飼料添加物について、飼料の安全確保に関する必要性を勘案して、以

下に掲げる検査等を実施する。

ア 農林水産省が行う飼料及び飼料添加物の基準・規格の検討に当たり、それら

の基準・規格、検討資料の妥当性について、調査を適切に実施する。

イ 飼料中の飼料添加物、飼料又は飼料添加物中の有害物質、病原微生物、肉骨

粉等及び遺伝子組換え体のモニタリング検査を実施し、その結果を事業年度ご

とにとりまとめて公表する。

② 飼料及び飼料添加物の検定及び表示の業務については、飼料安全法に基づき適

正に実施するとともに、標準処理期間を中期計画に定め、当該標準処理期間内に

処理する。また、検定業務の適切な実施に資するため、登録検定機関が行う検定

に関する技術上の調査及び指導を実施する。

③ 飼料及び飼料添加物の製造設備、製造管理の方法等に関する検査等については、

飼料の安全確保に関する必要性を勘案して、製造・品質管理の高度化に関する調

査、指導等を実施する。

また、特定飼料等製造業者及び規格設定飼料製造業者の登録等の検査について

は、飼料安全法に基づき適正に実施するとともに、標準処理期間を中期計画に定

め、当該標準処理期間内に検査を終了する。

さらに、依頼に応じて輸出する飼料等の製造・品質管理に関する検査等を実施

する。

④ 飼料安全法に基づく立入検査は、農林水産大臣の指示に従い適正に実施すると

ともに、その結果を以下の期限内に農林水産大臣に報告する。

ア 飼料安全法の立入検査及び質問の結果は、立入検査終了後２５業務日以内

イ 飼料安全法の収去品の試験結果は、分析・鑑定試験に要する標準処理期間を

中期計画に定め、試験が終了した日から１５業務日以内

⑤ ペットフード安全法に基づく立入検査は、農林水産大臣の指示に従い適正に実

施するとともに、その結果を以下の期限内に農林水産大臣に報告する。

ア ペットフード安全法の立入検査及び質問の結果は、立入検査終了後３０業務

日以内

イ ペットフード安全法の集取品の試験結果は、分析・鑑定試験に要する標準処

理期間を中期計画に定め、試験が終了した日から２０業務日以内

⑥ 国際獣疫事務局（ＯＩＥ）コラボレーティング・センターとして、飼料の安全

性に関する情報の収集・発信、技術協力等の取組を行う。

(4) 土壌改良資材関係業務

地力増進法に基づく立入検査は、農林水産大臣の指示に従い、適正に実施すると
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ともに、立入検査の結果を立入検査終了後３０業務日以内に農林水産大臣に報告す

る。ただし、試験の実施に長期間を要するＶＡ菌根菌資材を集取した場合は、立入

検査の結果を試験終了後速やかに農林水産大臣に報告する。

３ 農林水産物等の品質及び表示の適正化に関する業務

(1) 食品表示の監視業務

① 食品表示の科学的検査を毎事業年度６，０００件以上実施し、不適正表示が認

められた場合には、農林水産省関係部局に情報を回付するとともに、農林水産大

臣の指示があった場合には、立入検査を適正に実施する。

② 食品表示１１０番を通じて寄せられる不適正表示や違法なＪＡＳマーク表示に

関する情報を農林水産省関係部局へ回付する。

(2) 登録認定機関等に対する調査等の業務

① 登録認定機関の登録及びその更新の申請に係る調査並びに定期的調査は、ＩＳ

Ｏ／ＩＥＣ １７０１１に基づいて適切に行い、登録認定機関の登録及びその更

新の申請に係る調査にあっては、農林水産大臣の調査指示から２７業務日以内に

調査結果を農林水産大臣に報告する。

また、調査の結果、登録認定機関の登録基準への適合性が確認されない場合は、

農林水産省関係部局へ報告し、連携して適切な対応を取る。

② 定期的調査は、登録認定機関が認定した事業者（以下「認定事業者」という。）

の格付業務に対する登録認定機関の指導が適切に行われているか否かを確認する

ため、認定業務の現場における調査及びＪＡＳ製品の検査を行う。

③ 米国農務省全米有機プログラム（ＮＯＰ）基準による有機食品の検査認証制度

を国内において運用するに当たり必要となる認証機関の認定等に係る調査は、Ｉ

ＳＯ／ＩＥＣ １７０１１に関する知見を活用して適切に実施する。

(3) ＪＡＳ法に基づく立入検査等

ＪＡＳ法に基づく立入検査等は、農林水産大臣の指示に従い適正に実施するとと

もに、その結果を立入検査等の終了後３業務日以内に農林水産大臣に報告する。た

だし、立入検査等の相手方事業者等が複数であり、立入検査等の結果の取りまとめ

に時間を要する場合は、報告書を取りまとめ次第速やかに農林水産大臣に報告する。

(4) ＪＡＳ規格の見直し等に係る業務

農林水産大臣の依頼を受け、「日本農林規格の制定等に関する計画」に基づき、

ＪＡＳ規格の見直し等に係る調査や原案の検討を行う。

(5) 国際規格に係る業務

国際標準化機構（ＩＳＯ）の食品専門委員会（ＴＣ３４）、合板分科委員会（Ｔ

Ｃ８９／ＳＣ３）及び木材専門委員会（ＴＣ２１８）の国内審議団体として、情報

の収集、国内の意見集約等の国際標準作成に関する活動を行う。
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４ リスク管理に資するための有害物質の分析業務

「食品の安全性に関する有害化学物質のサーベイランス・モニタリング中期計画」

（平成２２年１２月２２日公表）において調査対象とされた危害要因及び食品群・飼

料について、分析を実施する場合には、「サーベイランス・モニタリングの計画・実

施及び結果の評価・公表に関するガイドライン」（平成１７年６月７日付け１７消安

第２３３０号農林水産省消費・安全局長通知）に従って、的確かつ迅速に行う。

５ カルタヘナ担保法関係業務

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成

１５年法律第９７号）第３２条第１項の規定に基づき、同条第２項の農林水産大臣の

指示に従い、立入り、質問、検査及び収去を的確に実施し、その結果を速やかに農林

水産大臣に報告する。

６ 国際協力業務

可能な範囲において、海外からの研修生の受入れ、海外への専門家の派遣等の国際

協力を行う。

第４ 財務内容の改善に関する事項

適切な業務運営を行うことにより、収支の均衡を図る。

第５ その他業務運営に関する事項

なし


